
地域自治協議会に関する条例改正について 

 

 

平成 26年から、地域コミニュテイワークショップ、地域での勉強会、パブリ

ックコメント、平成 28年 3月定例会などでいただいてきた多くのご意見を踏ま

え、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例の改正にあたっては、地域自

治協議会に関する記述を求めます。 

 

1. （定義）地域自治協議会   

共同体意識の形成が可能な一定の地域において、その地域の市民、市民

公益活動団体、事業者、学校その他の多様な主体（以下「市民等」という。）

が一体となって民主的に地域づくりを行う組織をいう。 

2. 地域自治協議会の設置に係る規定を追加する。 

市民等は、主体的かつ一体となって地域の課題解決を図るとともに、住

みよいまちをつくるため、市長の認定を受けて地域自治協議会を設置す

ることができる。  

２ 地域自治協議会の運営は、民主的で透明性が確保されたものでなけれ

ばならない。 

３ 地域自治協議会の設置及び認定に関し必要な事項は、規則で定める。 

3. 地域自治協議会の運営に係る規定を追加する。 

地域自治協議会の組織及び運営は、次に掲げる事項を基本とする。 

(1) 住民等に開かれた取組みを行うこと。 

(2) 組織及び運営に関する基本的な事項を定めた会則を定めるとともに、

意思決定を行うための機関を設置すること。 

(3) 意思決定を行う会議について、住民等に公開されているなど民主的

で透明性を持った運営を行うこと。 

   ２ 地域自治協議会の意思決定機関の構成等については、別に定める。 

   ３ 地域自治協議会は、より効果的な取組みの実現のために、情報共有や

連絡調整を積極的に図るよう努めるものとする。 
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背景と目的  各地域の課題はそれぞれ異なり、住民のニーズも多様化、複雑化しています。 

 地域コミュニティの力の必要性があらためて注目されていますが、現実は、住民の

地域への無関心さ、地域内での人間関係の希薄化によって、地域の役員や一部の住

民に仕事が集中し、負担は増えるばかりになっています。 

 地域に貢献したいという市民も多くいるにもかかわらず、参加のきっかけがつかめ

ず、需要と供給がうまく結びつかない状態にあります。 

これから直面す

る地域の課題 

 

 地域の超高齢社会化～個の生活自体が困難に～ 

地域の超高齢社会化が進むにしたがって、日常の買い物、ゴミだし、通院、自家用車の

運転、多く歩けないなど、日常生活のさまざまな面において、援助が必要になってきま

す。これまで、個として不自由がなかったことも近い将来には不安な材料となります。 

 地域に対する無関心さ 

地域との関わる必要性を多少は感じていても、毎日の忙しい生活に追われているので時

間的な余裕がなく、なかなか参加できないという住民は多くいます。 

また一方では、社会に多少の不満を持ちながらも、地域との関わりを持つのは煩わしい

と感じたり、自分の生活にそれほどの支障はない状態であるため、「地域活動は自分と

は関係ない。そういう雑務は市の仕事だろう」と考えたりする住民も少なくありません。 

地域自治など自分には必要がないと感じるのが住民の本音かもしれません。 

 孤立化する市民と、孤独を望む市民 

近年、高齢者の単独世帯、高齢者夫婦のみの世帯が増えており、これらの世帯は今後ま

すます増加することが予想されます。さらに、核家族や、ご近所づきあいの希薄化が相

まって、いわゆる「ひきこもり」「孤独死」等の問題が生じています。一方で、ライフス

タイルの多様化や、住民のプライバシー意識の高まりから、地域とのつながりを持ちた

くないと考える住民も少なくありません。 

 疲弊するコミュニティ組織 

高齢化と自治会加入率の低下による住民意識の低下、担い手不足が懸念されています。

地域の仕事が増え、その負担も役員等の一部の住民に集中してしまう傾向にあります。 

また、自治会等の役員は 1年を任期とする地域がほとんどで、通常の事務や行事などを

こなすので精一杯の状況であるため、中長期的な計画をもった運営は難しいのが実情で

す。 

自治力のあるま

ち、地域力のあ

るまち 

 ビジョンがある地域 

中長期的な視点で、住民の安全と安心のため住民のニーズや要望に基づいた活動方針を

打ち出し、具体化できる体制づくりが求められています。 

望まれる自治組

織機能と役割 

 

 目標形成機能 

 事務局機能 

 事業実施機能 


